
 

基本利用料 【ユニット型短期入所介護サービス費】 

算定項目 単位 利用料金 自己負担分 

１割 

自己負担分 

２割 

自己負担分 

３割 

要支援  １ 529 単位 5,871 円 588 円 1,175 円 1,762 円 

要支援  ２ 656 単位 7,281 円 729 円 1,457 円 2,185 円 

要介護度 １ 704 単位 7,814 円 782 円 1,563 円 2,345 円 

要介護度 ２ 772 単位 8,569 円 857 円 1,714 円 2,571 円 

要介護度 ３ 847 単位 9,401 円 941 円 1,881 円 2,821 円 

要介護度 ４ 918 単位 10,189 円 1,019 円 2,038 円 3,057 円 

要介護度 ５ 987 単位 10,955 円 1,096 円 2,191 円 3,287 円 

 

加算 

算定項目 単位 利用料金 自己負担分 

１割 

自己負担分 

２割 

自己負担分

３割 

送迎加算 184 単位 2,042 円 205 円 409 円 613 円 

機能訓練体制加算 12 単位 133 円 14 円 27 円 40 円 

個別機能訓練加算 56 単位 621 円 63 円 125 円 187 円 

看護体制加算（Ⅰ） 4 単位 44 円 5 円 9 円 14 円 

看護体制加算（Ⅱ） 8 単位 88 円 9 円 18 円 27 円 

看護体制加算（Ⅲ） 12 単位 133 円 14 円 27 円 40 円 

看護体制加算（Ⅳ） 23 単位 255 円 26 円 51 円 77 円 

夜勤配置加算（Ⅰ） 13 単位 144 円 15 円 29 円 44 円 

夜勤配置加算（Ⅱ） 18 単位 199 円 20 円 40 円 60 円 

夜勤配置加算（Ⅲ） 6 単位 66 円 7 円 14 円 20 円 

夜勤配置加算（Ⅳ） 21 単位 233 円 24 円 47 円 70 円 

緊急短期受入れ加算 90 単位 999 円 100 円 200 円 300 円 

長期利用減算 -30 単位 -333 円 -34 円 -67 円 -100 円 

生活機能向上連携加算 100 単位 1,110 円 111 円 222 円 333 円 

看取り連携体制加算 64 単位 710 円 71 円 142 円 213 円 

口腔連携強化加算 50 単位 555 円 56 円 111 円 167 円 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 単位 2,220 円 222 円 444 円 666 円 

若年性認知症利用者受入れ加算 120 単位 1,332 円 134 円 267 円 400 円 

療養食加算 23 単位 255 円 26 円 51 円 77 円 

在宅中重度者受入れ加算 100 単位 1,110 円 111 円 222 円 333 円 

認知症専門ケア加算 3 単位 33 円 4 円 7 円 10 円 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 100 単位 1,110 円 111 円 222 円 333 円 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 200 単位 2,220 円 222 円 444 円 666 円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22 単位 244 円 25 円 49 円 74 円 

サービス提供体制加算（Ⅱ） 18 単位/日 199 円 20 円 40 円 60 円 

サービス提供体制加算（Ⅲ） 6 単位/日 66 円 7 円 14 円 20 円 



 

介護職員等の処遇改善に係る加算 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ ひと月につき所定単位の 14.0% 

 

減算 

夜勤職員勤務条件基準を満たさない場合の条件 所定単位の 30％減算 

入所者数が定員を超える場合の減算 所定単位の 30％減算 

職員の人数が基準に満たない場合の減算 所定単位の 30％減算 

ユニットケア体制未整備減算 所定単位の 10％減算 

身体拘束廃止未実施減算 所定単位の 10％減算 

高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位の 10％減算 

業務継続計画未策定減算 所定単位の 10％減算 

 

【食費・居住費】1 日あたり 

利用者負担段階 所得区分 食費 ユニット型個室 

居住費 

 

第 1 段階 

・住民税非課税世帯で老齢福祉年金受

給者 

・生活保護受給者 

 

300 円 

 

880 円 

 

第 2 段階 

・住民税非課税世帯で合計所得金額と

課税年金収入額と非課税年金収入額

の合計が 80 万以下の方 

 

390 円 

 

880 円 

 

第 3 段階① 

・住民税非課税世帯で合計所得金額と

課税年金収入額と非課税年金収入額

の合計が 80 万超 120 万以下の方 

 

650 円 

 

1,370 円 

 

第 3 段階② 

・住民税非課税世帯で合計所得金額と

課税年金収入額と非課税年金収入額

の合計が 120 万を超える方 

 

650 円 

 

1,370 円 

補足給付対象外  1,670 円 

朝    410 円 

昼    730 円 

夕    530 円 

2,066 円 

【その他の料金】 

項目 料金 

理美容代（カットのみ） 1800 円（1回） 

髭剃り代（理容のみ） 1800 円（1回） 

レクリエーションや行事参加費・材料費 実費相当額 

退所時のハウスクリーニング費 実費相当額 

取消料：利用前日までに利用中止の連絡をした場合 無料 

取消料：利用当日に利用中止の連絡をした場合 

※やむを得ない理由の場合は該当外とします。 

利用者負担額及び食費と居住費 



 


